
１．はじめに
　視覚障害者を取り巻く関係者（家族、介護ス

タッフ、職場や学校の関係者など。以下、関係者）

が各個人の見えにくさを把握することは難しい。

関係者が見えにくさを理解するためには、関係

者が受診に同席して病状について説明を受ける

ことやロービジョン体験を行うことが有効であ

る。しかし、時間や設備面で困難なことも多い。

当院では関係者に対し各個人の見え方を分かり

やすく説明するために視機能評価表を活用した。

　視機能評価表の先行事例としては、視覚障害

学生の視機能の状態を実習先に説明するための

「私の見え方シート」（渡邊ら、2013）や「盲老

人ホームのケアサポートプラン～盲老人の幸せ

のために～」にある「視覚フェースシート」な

どがある。渡邊らの「私の見え方シート」では

視力、視野の記載に加え、羞明や夜盲といった

一般的には分かりにくい視機能低下の要因も分

かりやすく説明している。また、視機能低下に

よる日常生活での読み書き・移動・その他の行

動上の特徴や必要な配慮についても説明してい

る。こうした日常生活での行動と視機能とを結

びつけた評価は視覚障害やロービジョンについ

ての知識のない人でも分かりやすい。

　当院では、家族や、介護保険分野、学校、職

場など、より広範にわたる領域の人々が視機能

評価の内容を共有できるように以下の視機能に

まつわる評価を付け加えた。

・  視野について分かりやすいイメージ図を付け加

えた。

・  移動、読み書き、家事などの行動上の困難さが

分かりやすいように QOL 評価表を添付した。

・  MNREAD-J の結果を加え、読みやすい文字の

大きさや読み速度の解説を加えた。

　今回の報告では、視機能評価表を必要とした

患者の視機能の特徴について報告する。また、

視機能評価表提示後に援助や配慮の変化があっ

たかどうかについて報告する。

２．方法

2.1.　視機能評価表について
　視機能評価表に記載した項目は下記の通りで

ある。

連絡先：kimikama@vmail.plala.or.jp　受稿：2015/9/7

視覚障害者を取り巻く関係者への見え方の説明
－視機能評価表の活用－

鎌田貴身江（和田町眼科クリニック）

要旨：
　視覚障害の見えにくさには視力、視野、羞明、眼振、眼球運動障害等の多くの要因がある。視覚障害

者を取り巻く視覚障害専門職以外の関係者（家族、介護スタッフ、職場や学校の関係者など）が各個人

の見えにくさの要因を把握することは難しい。当院では視覚障害者を取り巻く関係者に対し、各個人の

見え方を分かりやすく説明するために視機能評価表を活用してきた。視機能評価表を希望したのは視野

障害や脳機能障害から生じる視機能障害など、一般的には理解が難しい視機能障害を有しているケース

が多かった。視機能評価表が有効に活用され、その後の対応の改善につながったのは介護保険分野に多

かった。視機能評価表は多職種との連携に有効であることが示された。

キーワード：視機能評価表，他職種連携
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・  視機能に影響する主な眼疾患（継続加療の有無、

予後を含む）

・視力・視野検査の結果

・視覚障害等級

・MNREAD J の結果とその説明

・  その他の視機能の特徴（羞明、夜盲、眼振、眼

位、眼球運動障害など）

・  光学的補助具や日常生活用具の使用状況と使用

の必要性。

・  視機能から考えられる日常生活や業務、学習上

の困難および配慮事項

　（例：「視野障害により空間の把握が難しいの

で、作業する部屋の模様替えや作業場所が変わ

る場合には事前にオリエンテーションが必要で

ある」というような具体的な配慮事項を特記す

る。）

・  視野の概要を掴むためのイメージ図（図１参照）

・QOL 評価表

　表１に上記の各項目を記載するための視機能

評価表のフォーマットを示す。

　QOL 評価表は他職種でもおおよその移動、読

み書きなどの大分類の困難の程度が分かるよう

に簡便な評価表を作成した（表２参照）。

表2　QOL評価表

2.2.　視機能評価表活用の分析
　平成 2012 年 12 月から平成 2014 年 12 月ま

でに視機能評価表を作成した 22 名について、下

記の項目をまとめた。

　１）視力、視野の視覚障害等級

　２）視機能低下の主な原因疾患

　３）視機能評価表の提供先

　４  ）視機能評価表提供の及ぼした効果につい

て：関係者の対応の変化や配慮があったか

どうかを確認した（視機能評価表提供後の

診療の継続がなく聴取が不可能な例もあっ

た）。

３．結果

3.1.　視力、視野の視覚障害等級
　視機能評価表を活用した対象者の過半数（19

名）が視力か視野、もしくは双方で障害者手帳

を所持していた。しかし、視力、視野障害いず

れにも該当しない程度の者も３名いた。視野で

２級以上のものは約半数であったが、視力で２

級以上に該当する者は４名であった（表 3 参照）。

図１．視野イメージ図
　信号機の大きさとカメラからの高さ、横断歩
道の距離から視角を計算し、ゴールドマン視野
の結果と比較しやすい図を作成した。

表1　視機能評価表のフォーマット
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表3�　視機能評価表の提案に対し作成を希望し
た人数および視覚障害等級

3.2.　視機能低下の主な原因疾患
　視機能評価表を活用した対象者の視機能低下

の主な原因疾患は網膜色素変性症、緑内障、半

盲という視野障害が特徴的な疾患が過半数を占

めた。脳障害による視機能低下（同名半盲、半

側空間無視、皮質性視覚障害、進行性核上麻痺

による垂直注視麻痺）も６名いた。（表 4）

表４　視機能低下の主な原因疾患

3.3.　視機能評価表の提供先
　視機能評価表は介護保険領域（９件）、就労関

係（６件）、医療機関（３件）、学校（１件）、家

族（１件）と、多領域の関係者に提供してきた。

最も多かったのは介護保険関係であった（表 5）

表5　視機能評価表の提供先

3.4.　視機能評価表提供の及ぼした効果
　視機能評価表の提供により、その後対応の変

化や配慮があったかどうかを確認した。

　視機能評価表により周囲の理解や配慮が得ら

れたケース（９件）と特に対応に変化はないが

直接的な配慮にはつながらなかったが周囲から

の理解は得られていると回答したケース（２件）

が半数であった（計 11 件）。このうち４件は電

話連絡などの直接的な連携を図ることができた。

対応の変化や配慮が改善されるケースが多かっ

たのは、介護保険領域であった。本人や提供先

から回答がないケースは就労先や就労相談機関

が多かった（４件）。

表6　視機能評価表提供の及ぼした効果
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４．事例報告
　視機能評価表を活用した事例について報告す

る。

4.1.　ケースプロフィール
・  T さん（以下は視機能評価表の記載内容）

・  視機能低下の主たる疾患：強度近視による網脈

絡膜萎縮、水頭症、前交通動脈脳梗塞術後、黄

斑上膜

・  視覚障害者手帳：２級（視野）

・  視力　右（0.5）左（0.5）

・  視野（図 2 参照）および視野イメージ図（図３
参照）

・  光学的補助具や日常生活用具の使用状況と使

用：遮光矯正眼鏡を当院にて処方装用している。

書字や捺印が指定箇所から外れてしまうことが

あるため、タイポスコープを使用、当院で書字

の練習も行った。

図2-1．Tさんの右眼視野

図2-2．Tさんの左眼視野
図2-1，2-2．Tさんのゴールドマン視野
（図2-1は右眼、図2-2は左眼）

　視野は左右ともに全体的に狭い。下方が障害

されているため歩行に困難が生じている。また、

感度の良い領域が通常よりかなり狭い。書字や

捺印が困難なのは感度の良い領域が限られてい

ることが原因と考えられる。

図3．Tさんの視野イメージ図

　左右ともに、左方と下方がカバーできず、段

差の検出が難しいこと、人や車の往来に気がつ

きにくいことが分かる。

4.2.　Tさんの主訴
　T さんはデイサービスを利用している。デイ

サービス事業所やケアマネージャーに対し、本

人及び家族が「見えにくさがある」と伝えていた。

しかし、ケアマネージャーは「経験がなく、よ

く分からない」との回答で、見えにくさに対す

る配慮を検討することはなかった。

　デイサービスにおいて、送迎車が声かけもな

くバックして近づいてきたことがあり、視野障

害があった T さんは非常に怖い思いをした。こ

の後から T さんはデイサービスへの通所を拒む

ようになった。こうした経緯より、ケアマネー

ジャーに対し視機能評価表を提供した。視機能

評価表には、視力、視野、視野イメージ図など

に加え、視野狭窄があり移動時の不安が強いこ

とと、周囲の状況が分かりにくいので近づく際

には事前に声かけを必要とすることを「視機能

から考えられる日常生活や業務、学習上の困難

および配慮事項」として付記した。

4.3.　視機能評価表の活用結果
　視機能評価表の提供により、ケアマネージャー

鎌田� 視覚リハ研究　５（1） 25



が見え方とそれに伴う行動上の困難について理

解を深めたようだった。T さんは送迎車が声か

けなしで接近したエピソードからデイサービス

通所に対する不安が強くなっていたこともあり、

ケアマネージャーは見えにくさに対応してくれ

るデイサービス事業所を探した。デイサービス

事業所の下見もケアマネージャーが同行し、段

差の有無や照明、スタッフの対応など、利用の

しやすさを一緒に確認した。

５．考察
　視機能評価表を希望した患者の視覚障害等級

は必ずしも重度ではなかった。特に視力では手

帳に該当しないケースも多かった。また、視機

能評価表を希望した患者の主たる原因疾患の上

位が視野障害を引き起こす疾患であった。この

ことは、視野障害も含め、「全く見えていないわ

けではないが見えにくい」というのが、実際に

どのように見えているのかを本人が説明するこ

とも難しく、理解も難しいことを示している。

半盲や皮質性視覚障害、注視麻痺といった、脳

障害からくる視機能障害についても 6 名と多

かった。脳障害についても分かりにくく解説が

必要であることを示すものである。

　視機能評価表の提供先は介護保険サービスに

関わる領域が多く、介護保険分野では対応の改

善例が多かった。視機能活用表は介護保険分野

において、配慮や自立に向けた支援を得るため

に有効に機能することが見込まれる。

　ハローワークでは視機能評価表だけでは就職

につながるケースはなかった。就労先において

も環境整備や周囲の配慮を得られるケースが少

なかった。

　就労先やハローワークでは介護保険サービス

よりも対応が困難な状況があることも検討され

る。就労や職場復帰に対する相談・支援機関に

つなげるといった、踏み入った介入が必要であ

る。

６．今後の展望
　視機能には多　くの要因があり、その時々に

よって見え方も変化する。そうした視機能の複

雑さを多くの人が理解しやすい表現の方法（共

通言語）を検討する必要がある。また、実際に

は「視機能から考えられる日常生活や業務、学

習上の困難および配慮事項」が障害の理解なら

びに配慮や対応につなげるには重要であり、こ

の項目を充実させる必要がある。

　しかしながら、視機能評価表がサポートのリ

クエストを目的としたものにならぬよう、自立

に向けた視点から作成することを心がけなけれ

ばならない。

　理学療法士協会は高齢者のリハビリテーショ

ンにおいて運動機能の評価を生活や社会参加と

いう視点から見た具体的な行動に盛り込んだ

E-SAS というアセスメントセットを開発してい

る（４）。このアセスメントでは「休まずに歩ける

距離」というように他職種でも分かりやすい表

現がされており、こうした他領域の評価を参考

に評価表を発展させていきたい。
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